
表6.1.9　軽量セメントモルタル（サンドモルタル）の認定条件
材料の一般名 軽量セメントモルタル
防火材料区分 不燃材料
認定番号 NM-8570
認定年月日 平成14年5月17日
認定書番号 国住指第1934号

１．軽量セメントモルタル
　（1）組成
　　　 普通ポルトランドセメント　　　95 ｗｔ％以上
　　　 有機質量　　　　　　　　　　   　 5 ｗｔ％以下
　　　 （有機質骨材、有機質混和剤、セメント混和用ポリマーディスパージョン等）
　（2）比重
　　　 練上がり比重　 　 　0.9～1.5
　　　 気乾比重　　   　　　0.8～1.4
　（3）品質
　　　 日本建築仕上材工業会規格NSKS-009（セメント混和用軽量発泡骨材）の品質に適合すること。
２．有機質骨材、有機質混和剤（左官用軽量発泡骨材）
　（1）骨材の組成
　　　 有機質骨材（スチレン粒子等）　　　85～98 ｗｔ％
　　　 有機質混和剤（増粘剤等）　　   　　　2～15 ｗｔ％
　（2）粒子径及びかさ比重
　　　 粒子径　  　　1～3mm
　　　かさ比重   　　0.01～0.05
３．吸水調整材
　 エチレン酢酸ビニル系等吸水調整材塗布（シーラー処理）
　　　固形分 22.5 g/㎡以下
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